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令和２年第１回竹原市議会定例会議事日程 第２号

令和２年２月２５日（火） 午前１０時開議

会議に付した事件

日程第 １ 議案第１４号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案（総務文

教委員会）

日程第 ２ 議案第１５号 竹原市公告式条例の一部を改正する条例案（総務文教委員

会）

日程第 ３ 議案第１６号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

（総務文教委員会）

日程第 ４ 議案第１７号 竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案（総務文教委員会）

日程第 ５ 議案第１８号 竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例案（総務文教委員会）

日程第 ６ 議案第２１号 久保谷奨学金基金条例の一部を改正する条例案（総務文教

委員会）

日程第 ７ 議案第２４号 竹原市奨学金基金条例の一部を改正する条例案（総務文教

委員会）

日程第 ８ 議案第２６号 中国生コンクリート奨学金基金条例の一部を改正する条例

案（総務文教委員会）

日程第 ９ 議案第２９号 アヲハタ奨学金基金条例の一部を改正する条例案（総務文

教委員会）

日程第１０ 議案第３０号 特別職の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案

（総務文教委員会）

日程第１１ 議案第３２号 竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条

例案（総務文教委員会）

日程第１２ 議案第３５号 竹原市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例案（総務文教委員会）

日程第１３ 議案第３６号 令和元年度竹原市一般会計補正予算（第４号）（総務文教

委員会）

日程第１４ 議案第３８号 令和元年度竹原市貸付資金特別会計補正予算（第１号）
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（総務文教委員会）

日程第１５ 議案第１２号 市道路線の認定及び変更について（民生産業委員会）

日程第１６ 議案第１３号 ふれあいステーションただのうみの指定管理者の指定につ

いて（民生産業委員会）

日程第１７ 議案第１９号 竹原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案（民生

産業委員会）

日程第１８ 議案第２０号 竹原市道路占用料徴収条例及び竹原市都市公園設置及び管

理条例の一部を改正する条例案（民生産業委員会）

日程第１９ 議案第２２号 竹原市乳幼児等医療費支給条例の一部を改正する条例案

（民生産業委員会）

日程第２０ 議案第２３号 竹原市印鑑条例の一部を改正する条例案（民生産業委員

会）

日程第２１ 議案第２５号 大久野島毒ガス資料館設置及び管理条例の一部を改正する

条例案（民生産業委員会）

日程第２２ 議案第２７号 竹原市市営住宅設置及び管理条例及び竹原市特定公共賃貸

住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例案（民生産業

委員会）

日程第２３ 議案第２８号 竹原市手数料条例の一部を改正する条例案（民生産業委員

会）

日程第２４ 議案第３１号 竹原市漁港管理条例の一部を改正する条例案（民生産業委

員会）

日程第２５ 議案第３３号 竹原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案（民生産業委員

会）

日程第２６ 議案第３４号 竹原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数に関する条例の一部を改正する条例案（民生産業委員

会）

日程第２７ 議案第３７号 令和元年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）（民生産業委員会）

日程第２８ 議案第３９号 令和元年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第１
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号）（民生産業委員会）

日程第２９ 議案第４０号 令和元年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第４号）

（民生産業委員会）

日程第３０ 議案第４１号 令和元年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）（民生産業委員会）
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令和２年２月２５日開議

（令和２年２月２５日）

職務のため議場に出席した者は，下記のとおりである

議会事務局長 住 田 昭 徳

議会事務局係長 矢 口 尚 士

議席順 氏 名 出 欠

１ 下 垣 内 和 春 出 席

２ 今 田 佳 男 出 席

３ 竹 橋 和 彦 出 席

４ 山 元 経 穂 出 席

５ 高 重 洋 介 出 席

６ 堀 越 賢 二 出 席

７ 川 本 円 出 席

８ 井 上 美 津 子 出 席

９ 大 川 弘 雄 出 席

１０ 道 法 知 江 出 席

１１ 宮 原 忠 行 出 席

１２ 吉 田 基 出 席

１３ 宇 野 武 則 出 席

１４ 松 本 進 出 席
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説明のため議場に出席した者は，下記のとおりである

職 名 氏 名 出 欠

市 長 今 榮 敏 彦 出 席

副 市 長 田 所 一 三 出 席

教 育 長 高 田 英 弘 出 席

総 務 企 画 部 長 平 田 康 宏 出 席

地 域 振 興 部 長 桶 本 哲 也 出 席

市 民 生 活 部 長 宮 地 憲 二 出 席

福 祉 部 長 久 重 雅 昭 出 席

建 設 部 長 有 本 圭 司 出 席

教育委員会教育次長 中 川 隆 二 出 席

公 営 企 業 部 長 平 田 康 宏 出 席



- 48 -

午前１０時００分 開議

議長（大川弘雄君） おはようございます。

ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので，これより本日

の会議を開きます。

お手元に議事日程表第２号を配付しております。この日程表のとおり会議を進めます。

――――――――――――――――――――――

日程第１～日程第１４

議長（大川弘雄君） 日程第１，議案第１４号市長等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例案から日程第１４，議案第３８号令和元年度竹原市貸付資金特別会計補正予算（第１

号）までの１４件を一括議題といたします。

本件は，総務文教常任委員会に付託となっていたものであります。よって，委員長の報

告を求めます。

２番今田佳男総務文教常任委員長。

総務文教常任委員会委員長（今田佳男君） 総務文教委員会報告をいたします。

総務文教委員会には１４議案が付託されました。

奨学金基金に関わる議案第２１号久保谷奨学金基金条例の一部を改正する条例案，議案

第２４号竹原市奨学金基金条例の一部を改正する条例案，議案第２６号中国生コンクリー

ト奨学金基金条例の一部を改正する条例案，議案第２９号アヲハタ奨学金基金条例の一部

を改正する条例案については，条例改正で新しい事業を開始した場合の基金原資の減少に

対して質疑があり，現在基金の原資が１億６，０００万円あり，当面半分を従来どおりの

貸し付けのための資金として運用し，運用益を本市の将来を支える社会的有為の人材を育

成するために実施する事業に充当したいとの答弁がありました。

議案第３２号竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案について

は，議案と財政健全化計画との関係についての質疑があり，今回の議案による効果見込み

額が１，９００万円であること，財政健全化については本年度以上の取組が必要と考えて

おり，議案では給料月額減額の対象が給料表の職務の級７級の職員であるが，他の職員の

給料減額などについても，現在職員団体に提示しているとの答弁がありました。

審査の結果，議案第１４号市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案は賛成多

数，議案第１５号竹原市公告式条例の一部を改正する条例案，議案第１６号竹原市職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例案の２議案については全会一致，議案第１７号竹
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原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案，議案第１

８号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案の２議案は賛成多

数，議案第２１号久保谷奨学金基金条例の一部を改正する条例案，議案第２４号竹原市奨

学金基金条例の一部を改正する条例案，議案第２６号中国生コンクリート奨学金基金条例

の一部を改正する条例案，議案第２９号アヲハタ奨学金基金条例の一部を改正する条例

案，議案第３０号特別職の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案の５議案は全

会一致，議案第３２号竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案は賛

成多数，議案第３５号竹原市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例案，議案第３６号令和元年度竹原市一般会計補正予算（第４号），議案第３８

号令和元年度竹原市貸付資金特別会計補正予算（第１号）の３議案は全会一致で可決とな

りました。

以上で報告を終わります。

議長（大川弘雄君） 報告が終わりました。

これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。

質疑の発言を許します。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって質疑を終結いたします。

これより順次討論，採決いたします。

議案第１４号市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案，本案に対する委員長報

告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

通告がありますので，順次発言を許します。

１４番松本進議員。

１４番（松本 進君） 私は，議案第１４号の市長等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例案に反対の討論を行います。

この条例案は，住民監査請求権と住民訴訟提起権を抑圧することになると考えます。

住民の参政権の意義について，最高裁の判決は次のように述べています。財務会計上の

違法な行為または怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益

を害するものであることから，これを防止するため，地方自治の本旨に基づく住民参政の
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一環として，住民に対してその予防または是正を裁判所に請求する権能を与え，もって地

方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたものであります。

これまで，地方財政の健全化や適正化，無駄遣いの防止などに重大な役割を果たしてき

ました。この条例制定によって，財務上の免責は住民の参政権を後退させるものと私は考

えます。

また，この条例規定は，例えば市長等の財務会計上の自らの責任を自らが免責する提案

でもあり，甚だ許される内容ではないと考えます。

以上の反対理由を述べて，私は議案第１４号に反対をいたします。

議長（大川弘雄君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第１５号竹原市公告式条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告は原

案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第１６号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案，本案に対する委

員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。
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討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第１７号竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案，本案に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

通告がありますので，順次発言を許します。

１４番松本進議員。

１４番（松本 進君） 私は，議案第１７号の市議会議員の期末手当を増額する条例案に

反対します。

竹原市財政健全化計画の中で繰り返し指摘され，厳しい財政状況があります。選挙で市

民の審判を受ける我々議員という特別職として，期末手当の削減はこのまま延長すべきで

あります。したがって，私は議案第１７号に反対をいたします。

議長（大川弘雄君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第１８号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案，本案

に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

通告がありますので，順次発言を許します。
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１４番松本進議員。

１４番（松本 進君） 私は，議案第１８号の市長，副市長，教育長の期末手当を増額す

る条例案に反対します。

この議案についても，厳しい財政状況が指摘される中では，引き続いて市長等の特別職

の期末手当の削減は継続すべきと考えます。したがって，私は議案第１８号に反対をいた

します。

議長（大川弘雄君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２１号久保谷奨学金基金条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告

は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２４号竹原市奨学金基金条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告

は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２６号中国生コンクリート奨学金基金条例の一部を改正する条例案，本案に対す

る委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２９号アヲハタ奨学金基金条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報

告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３０号特別職の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案，本案に対する

委員長報告は原案可決であります。
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これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３２号竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案，本案に対

する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

通告がありますので，順次発言を許します。

１４番松本進議員。

１４番（松本 進君） 私は，議案第３２号の竹原市職員の月額給与を８％削減する条例

案に反対をいたします。

職務７級の市職員の月額給与８％の削減は，生活に重大な影響を与えると考えます。一

昨年の豪雨災害の復旧・復興では，長時間過密労働を強いられました。今必要なことは給

与削減ではなく，市職員の増員等市民サービスを拡充させる人事管理が必要であります。

市民が求める行財政改革とは，事業目的，役割をしっかり精査検証して，不要不急な事

業，事業効果が極めて低い事業の凍結，縮小など早期に実施すべきであります。

以上で私，議案第３２号に反対をいたします。

議長（大川弘雄君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。
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議案第３５号竹原市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例案，本案に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３６号令和元年度竹原市一般会計補正予算（第４号），本案に対する委員長報告

は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３８号令和元年度竹原市貸付資金特別会計補正予算（第１号），本案に対する委

員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――

日程第１５～日程第３０

議長（大川弘雄君） 日程第１５，議案第１２号市道路線の認定及び変更についてから日

程第３０，議案第４１号令和元年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の

１６件を一括議題といたします。

本件は，民生産業常任委員会に付託となっていたものであります。よって，委員長の報

告を求めます。

３番竹橋和彦民生産業常任委員長。

民生産業常任委員会委員長（竹橋和彦君） 民生産業常任委員会委員長報告を申し上げま

す。

当委員会に付託された事件は，条例議案１０議案，その他一般議案２議案及び特別会計

補正予算４議案の計１６議案であります。

審査過程における主な質疑を申し上げます。

議案第１２号につきましては，東町３４号線市道路線変更がなぜ今になったのかという

質疑に対し，平成２９年に所有権移転登記が完了したためですとの答弁がありました。

議案第１９号につきましては，国保税減免対象者の人数はという質疑に対し，７割が

１，３８０人，５割が６２９人，２割が５０４人という答弁がありました。

議案第２３号につきましては，成年被後見人の意思能力の確認方法についての質疑に対

し，現場での対応にて確認するという答弁がありました。

議案第２７号につきましては，市営住宅の修繕費用の負担について市長が具体的に定め

ることと記載されてあるが，条例新旧対照表の表記の相違についての質疑に対し，詳しい

内容は住宅のしおりに別途記載されていますとの答弁がありました。

議案第２８号につきましては，マイナンバーカードの普及率と今後の目標についての質

疑に対し，現時点の市の普及率は１７．５％，今後国の目標は１００％ですとの答弁があ

りました。

議案第３３号につきましては，放課後児童支援員はどのような状況かという質疑に対

し，１クラス２名体制です，今後退職された場合，県の研修を受けた支援員の雇用が難し
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いのでみなし支援員として雇用し，１年かけて資格取得していただくとの答弁がありまし

た。

議案第３４号につきましては，今後の農業委員の変更の可能性はありますかとの質疑に

対し，運営上支障を来す場合において検討いたしますとの答弁がありました。また，農地

の集積箇所についての質疑に対し，今年度は個人２カ所，法人１カ所がありますとの答弁

がありました。

議案第３７号につきましては，国保被保険者の減少理由についての質疑に対し，少子化

による被保険者の減少，後期高齢者保険や被用者保険への移転によるものですとの答弁が

ありました。

以上，条例１０議案，その他一般議案２議案，補正４議案，計１６議案，原案のとおり

全会一致で可決されたものです。

以上，委員長報告といたします。

議長（大川弘雄君） 報告が終わりました。

これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。

質疑の発言を許します。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって質疑を終結いたします。

これより順次討論，採決いたします。

議案第１２号市道路線の認定及び変更について，本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。
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議案第１３号ふれあいステーションただのうみの指定管理者の指定について，本案に対

する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

通告がありますので，順次発言を許します。

まず，１４番松本進議員。

１４番（松本 進君） 私は，議案第１３号のふれあいステーションただのうみの指定管

理者の指定についての議案に反対をいたします。

これまで指定管理者として同施設の運営管理にあたられた関係者の御苦労には，心から

敬意を表したいと思います。

私がこの議案に反対する主な理由は，この施設の設置目的が高齢者等の介護予防，健康

づくり，ボランティア育成など地域住民の福祉の増進に重要な施設であるにも関わらず，

２０１６年度，２０１７年度の経常収益と経常費用の収支は赤字であります。この主な原

因は，指定管理料が極めて少ないのが現実であり，一刻の猶予も許さない早急な是正が必

要と考えます。緊急措置として指定管理料の大幅な増額を求めますと同時に，公的施設の

あり方の見直しを強く求めます。すなわち，住民の福祉の増進に関わる施設等の運営管理

は，竹原市が直接責任を持つことを改めて指摘したいと思います。

以上が議案第１３号に対する私の反対討論であります。

議長（大川弘雄君） 次に，８番井上美津子議員。

８番（井上美津子君） 私は，議案第１３号ふれあいステーションただのうみの指定管理

者の指定について，賛成の立場で討論に参加していきます。

ふれあいステーションただのうみは，現在地域に密着した管理運営により多くの方に利

用されております。また，地域活性化の一役も担っております。このたび指定管理者を指

定するに当たって，設置目的，利用状況や効果などを検討した結果，地域福祉の増進及び

まちづくりの推進に寄与することなどを目的としている特定非営利活動法人，福祉ステー

ションただのうみを指定することとされております。

同法人が地域に密着した福祉，生涯学習等に関する事業が行われることで，今後におい

ても地域活性化に寄与するものと考えてこの議案に賛成いたします。

以上です。

議長（大川弘雄君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第１９号竹原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長

報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

通告がありますので，順次発言を許します。

１４番松本進議員。

１４番（松本 進君） 私は，議案第１９号の竹原市国民健康保険税条例案に反対の討論

を行います。

２月２１日の民生産業委員会の資料説明では，２０１９年度の現行税額と２０２０年度

の激変緩和措置適用後の税額，すなわち調定額の比較は，１人当たり４７３円の増額で

す。今でも高い国保税の新たな負担増は，市民の医療権，生存権を脅かすもので断じて許

されません。緊急措置で，少なくとも１人当たり４７３円の増額を軽減する財政措置を実

施すべきであります。

私は，２０１７年１２月市議会の一般質問でも竹原市国保税の重税を指摘し，改善を求

めました。例えば，４０歳夫婦，１５歳の子供１人の３人家族では，年収３１１万円で竹

原市国保税は３７万９，４００円，年収比で１２．２％です。その家族の可処分所得の月

額と生活保護費の差額は２，７５７円しかありませんでした。この差額分の医療費を支出

した後は，生活保護費以下の生活を強いられることになります。

また，昨年３月の市議会でも，私は健保組合等の医療保険制度と比較して，事業負担の

ない国保税は２倍近い負担増となっている現実を紹介しました。

国保制度の加入者の構造的な問題等を真剣に考えなければなりません。第一義的な責任

は国にありますけれども，竹原市は住民の福祉の増進という自治体の責務が厳しく問われ

ていると考えます。

以上が議案第１９号に対する私の反対討論といたします。

議長（大川弘雄君） ほかに討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２０号竹原市道路占用料徴収条例及び竹原市都市公園設置及び管理条例の一部を

改正する条例案，本案に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２２号竹原市乳幼児等医療費支給条例の一部を改正する条例案，本案に対する委

員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２３号竹原市印鑑条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告は原案
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可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２５号大久野島毒ガス資料館設置及び管理条例の一部を改正する条例案，本案に

対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

通告がありますので，順次発言を許します。

１４番松本進議員。

１４番（松本 進君） 私は，議案第２５号の大久野島毒ガス資料館設置及び管理条例案

に反対の討論を行います。

入館料は，入館者のサービス拡充に充てるべきであり，１９歳以上の入館料を１００円

から１５０円へと大幅増額する必要性は全くないと考えます。施設の更新，リニューアル

等，市民に公表して財源的にも市が直接責任を負うべきだと考えます。

以上が議案第２５号に対する私の討論であります。

議長（大川弘雄君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２７号竹原市市営住宅設置及び管理条例及び竹原市特定公共賃貸住宅設置及び管
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理条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第２８号竹原市手数料条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告は原

案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３１号竹原市漁港管理条例の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告は

原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３３号竹原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３４号竹原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

の一部を改正する条例案，本案に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３７号令和元年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号），本案に対す

る委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。
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これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３９号令和元年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号），本案に対

する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第４０号令和元年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第４号），本案に対する委

員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第４１号令和元年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号），本案に対

する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。
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討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

以上で本日の日程は終了いたしました。

議事の都合により，２月２６日午前１０時から会議を再開し，一般質問を行うことと

し，本日はこれにて散会いたします。

午前１０時４８分 散会


